
市税概要

１ 軽自動車税に関する調

(1) 課税台数及び調定額に関する調

当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終

総排気量 50cc以下 ２,９１３ ２,９１０ ５,８２６ ５,８２０ ２,７３８ ２,７３４ ５,４７６ ５,４６８ ２,６１５ ２,６１０ ５,２３０ ５,２２０

特定小型原付 － － － － － － － － － － － －

総排気量 50cc超  90cc以下 ２８２ ２８２ ５６４ ５６４ ２９９ ２９９ ５９８ ５９８ ３０８ ３０８ ６１６ ６１６

総排気量 90cc超 125cc以下 ５３７ ５３７ １,２８９ １,２８９ ５５８ ５５８ １,３３９ １,３３９ ５７４ ５７２ １,３７８ １,３７３

三輪
以上

総排気量 20cc超  50cc以下 ９８ ９８ ３６２ ３６２ ９６ ９６ ３５５ ３５５ １００ １００ ３７０ ３７０

３,８３０ ３,８２７ ８,０４１ ８,０３５ ３,６９１ ３,６８７ ７,７６８ ７,７６０ ３,５９７ ３,５９０ ７,５９４ ７,５７９

－ △ 3 － △ 6 － △ 4 － △ 8 － △ 7 － △ 15

二輪車・被牽引車 １,５７０ １,５７０ ５,６５２ ５,６５２ １,６０４ １,６０３ ５,７７４ ５,７７１ １,６９１ １,６８７ ６,０８８ ６,０７３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

営業用 ０ ０ ０ ０ １ １ ６ ６ １ １ ５ ５

自家用 １３,０４４ １２,８７０ ９３,９１７ ９２,６６４ １１,４２１ １１,２５６ ８２,２３１ ８１,０４３ ９,８８３ ９,７４３ ７１,１５８ ７０,１５０

営業用 ８４ ７６ ２５２ ２２８ ７３ ６５ ２１９ １９５ ７３ ６６ ２１９ １９８

自家用 ３,４０２ ３,３５２ １３,６０８ １３,４０８ ２,９８３ ２,９４３ １１,９３２ １１,７７２ ２,５６１ ２,５３１ １０,２４４ １０,１２４

１ １ ４ ４ １ １ ５ ５ １ １ ４ ４

営業用 １ ０ ８ ０ １ ０ ８ ０ ２ １ １６ ８

自家用 ６,５７２ ６,４３３ ８４,７７９ ８２,９８６ ６,８２３ ６,６８０ ８８,０１７ ８６,１７２ ７,１５４ ７,００８ ９２,２８７ ９０,４０３

営業用 ３３ ２９ １４９ １３０ ３２ ２９ １４４ １３０ ３６ ３３ １６２ １４９

自家用 ３,３４２ ３,３１９ ２０,０５２ １９,９１４ ３,３４５ ３,３１７ ２０,０７０ １９,９０２ ３,３３０ ３,３０５ １９,９８０ １９,８３０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

自家用 ６,４８５ ６,３８０ ７０,０３８ ６８,９０４ ８,１４１ ８,０１２ ８７,９２３ ８６,５３０ ９,９５５ ９,８０９ １０７,５１４ １０５,９３７

営業用 ８３ ８２ ３１５ ３１２ ９４ ９３ ３５７ ３５３ １０２ １００ ３８８ ３８０

自家用 ２,１９７ ２,１７８ １０,９８５ １０,８９０ ２,５９５ ２,５６９ １２,９７５ １２,８４５ ３,００６ ２,９７６ １５,０３０ １４,８８０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

75 自家用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

％ 営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

自家用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

50 自家用 １５８ １５４ ８５３ ８３２ ９１ ９０ ４９１ ４８６ ０ ０ ０ ０

％ 営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

自家用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

営業用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

25 自家用 ５２５ ５１４ ４,２５３ ４,１６３ ３７６ ３７４ ３,０４６ ３,０２９ ０ ０ ０ ０

％ 営業用 １０ １０ ２９ ２９ ２ ２ ６ ６ ０ ０ ０ ０

自家用 ３２ ３２ １２２ １２２ ２５ ２５ ９５ ９５ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農耕作業用 ３,４５３ ３,４５３ ８,２８７ ８,２８７ ３,４３５ ３,４３４ ８,２４４ ８,２４２ ３,４４６ ３,４４２ ８,２７０ ８,２６１

その他 ８５１ ８４２ ５,０２１ ４,９６８ ８８８ ８７９ ５,２３９ ５,１８６ ９３３ ９２４ ５,５０５ ５,４５２

４１,８４３ ４１,２９５ ３１８,３２４ ３１３,４９３ ４１,９３１ ４１,３７３ ３２６,７８２ ３２１,７６８ ４２,１７４ ４１,６２７ ３３６,８７０ ３３１,８５４

－ △ 548 － △ 4,831 － △ 558 － △ 5,014 － △ 547 － △ 5,016

１,６９９ １,６９５ １０,１９４ １０,１７０ １,７４５ １,７４１ １０,４７０ １０,４４６ １,７９７ １,７９３ １０,７８２ １０,７５８

－ △ 4 － △ 24 － △ 4 － △ 24 － △ 4 － △ 24

４７,３７２ ４６,８１７ ３３６,５５９ ３３１,６９８ ４７,３６７ ４６,８０１ ３４５,０２０ ３３９,９７４ ４７,５６８ ４７,０１０ ３５５,２４６ ３５０,１９１

－ △ 555 － △ 4,861 － △ 566 － △ 5,046 － △ 558 － △ 5,055

課税台数（台） 調定額（千円）
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（当初：各年度４月１日現在、最終：各年度３月31日現在）

当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終 当初 最終

２,４９４ ２,４９０ ４,９８８ ４,９８０ ２,３５５ ２,３５０ ４,７１０ ４,７００ ２,２３２ ４,４６４

－ － － － ２ ２ ４ ４ ７ １４

３１２ ３１３ ６２４ ６２６ ３２８ ３２８ ６５６ ６５６ ３３９ ６７８

６０５ ６０４ １,４５２ １,４５０ ６５３ ６５１ １,５６７ １,５６２ ７０３ １,６８７

９９ ９９ ３６６ ３６６ ９６ ９６ ３５５ ３５５ １０１ ３７４

３,５１０ ３,５０６ ７,４３０ ７,４２２ ３,４３４ ３,４２７ ７,２９２ ７,２７７ ３,３８２ ７,２１７

－ △ 4 － △ 8 － △ 7 － △ 15 － －

１,７７７ １,７７３ ６,３９７ ６,３８３ １,７９０ １,７８９ ６,４４４ ６,４４０ １,８２５ ６,５７０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ２ ２ １１ １１ ２ １１

８,５６２ ８,４４４ ６１,６４６ ６０,７９７ ７,３０４ ７,１９８ ５２,５８９ ５１,８２６ ５,８４５ ４２,０８４

６０ ５４ １８０ １６２ ４６ ４０ １３８ １２０ ３４ １０２

２,１２８ ２,１０７ ８,５１２ ８,４２８ １,７３１ １,７１６ ６,９２４ ６,８６４ １,３２５ ５,３００

１ １ ５ ５ １ １ ５ ５ １ ４

５ ３ ４１ ２５ ８ ７ ６６ ５７ ９ ７４

７,３４７ ７,１８８ ９４,７７６ ９２,７２５ ７,２３９ ７,０８１ ９３,３８３ ９１,３４５ ７,３８５ ９５,２６６

３９ ３３ １７６ １４８ ３６ ３３ １６２ １４９ ４０ １８０

３,３６８ ３,３３８ ２０,２０８ ２０,０２８ ３,３９７ ３,３６６ ２０,３８２ ２０,１９６ ３,４６０ ２０,７６０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ １ １ ７ ７ ３ ２１

１１,２６２ １１,０９４ １２１,６３０ １１９,８１５ １２,６０３ １２,４２１ １３６,１１２ １３４,１４７ １３,９１１ １５０,２３９

１０２ １００ ３８８ ３８０ １１６ １１０ ４４１ ４１８ １２６ ４７９

３,３９６ ３,３６４ １６,９８０ １６,８２０ ３,８０６ ３,７７０ １９,０３０ １８,８５０ ４,１６３ ２０,８１５

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３５ ３４ ９５ ９２ ２３ ２３ ６２ ６２ ７ １９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３,４０６ ３,４０３ ８,１７４ ８,１６７ ３,３７３ ３,３７０ ８,０９５ ８,０８８ ３,３３５ ８,００４

９６９ ９６０ ５,７１７ ５,６６４ ９７４ ９６６ ５,７４７ ５,６９９ ９９１ ５,８４７

４２,４５７ ４１,８９６ ３４４,９２５ ３３９,６３９ ４２,４５０ ４１,８９４ ３４９,５９８ ３４４,２８４ ４２,４６９ ３５５,７８４

－ △ 561 － △ 5,286 － △ 556 － △ 5,314 － －

１,８８４ １,８８０ １１,３０４ １１,２８０ １,９４７ １,９４４ １１,６８２ １１,６６４ １,９９０ １１,９４０

－ △ 4 － △ 24 － △ 3 － △ 18 － －

４７,８５１ ４７,２８２ ３６３,６５９ ３５８,３４１ ４７,８３１ ４７,２６５ ３６８,５７２ ３６３,２２５ ４７,８４１ ３７４,９４１

－ △ 569 － △ 5,318 － △ 566 － △ 5,347 － －

諸税

令和６年度 令和７年度

課税台数（台） 調定額（千円） 課税台数（台） 調定額（千円）

令和５年度

課税台数（台） 調定額（千円）
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市税概要

減免に関する調

会津若松市税条例

（種別割の減免）

第89条第１項 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

（身体障がい者等に対する種別割の減免）

第90条第１項 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

件数 減免税額 件数 減免税額 件数 減免税額 件数 減免税額 件数 減免税額 件数 減免税額
（件） （円） （件） （円） （件） （円） （件） （円） （件） （円） （件） （円）

第89条第１項 ６１ ４６７,３００ ６０ ４７１,６００ ６１ ４６８,６００ ５９ ４７７,１００ ６３ ５３３,９００ ６９ ６０２,４００

第90条第１項(1) ４３０ ３,９９２,３００ ４４５ ４,２２０,６００ ４３７ ４,２４７,８００ ４４４ ４,４５５,０００ ４３６ ４,４２０,６００ ４３４ ４,４５５,８００

第90条第１項(2) ５５ ３２１,６００ ５４ ３１９,１００ ４８ ２８２,８００ ５８ ３６１,２００ ５９ ３５９,８００ ６４ ４１１,６００

５４６ ４,７８１,２００ ５５９ ５,０１１,３００ ５４６ ４,９９９,２００ ５６１ ５,２９３,３００ ５５８ ５,３１４,３００ ５６７ ５,４６９,８００

２ 市たばこ税に関する調

から 6,122 円/千本

から 6,552 円/千本

３ 入湯税に関する調

１５０ 円（１人１日）

ただし から

までの期間 ３５０ 円（１人１日）

諸税

令和２年度　　　　　年度

 減免事由

身体に障がいを有し歩行が困難な者（以下「身体障がい者」という。）又は精神に障がいを有し歩行が困難な者（以下「精神障がい
者」という。）が所有する軽自動車等（身体障がい者で年齢18歳未満のもの又は精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車
等を含む。）で、当該身体障がい者、当該身体障がい者若しくは精神障がい者（以下「身体障がい者等」という。）のために当該身体
障がい者等と生計を一にする者又は当該身体障がい者等（身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。）のために当該身体障が
い者等（身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者が運転するもの（１台に限る。）

合計

令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度

(2)

(1)

(2)

売り渡し本数（千本）

調定額（千円）

前年比　

特別徴収義務者数　

入湯客数（人）

入湯税課税人数（人）

令和２年度

３６０,５６８

調定額（千円）

前年比　

特別徴収義務者数　

５４,０８５

51.0%

２７

１６０,７６９

９４４,３５９

93.9%

３

令和３年度

107.6%

４

令和２年度

１６１,１４２

１,０１６,１７８

１６１,４４６

１,０５７,８００

１５８,２２６

１,０３６,６９８

１６０,０２５

１,０４８,４８６

99.1%

３

令和４年度 令和５年度

98.9%

２

令和６年度

令和２年10月１日

104.1%

２

令和３年度 令和４年度

令和３年10月１日

７９６,２５１

令和５年度 令和６年度

４９４,１２７ ５６７,０８７ ８５７,２２７ ８８４,４０４

令和17年９月30日

６２７,３７８

９４,１０７

104.1%

２５

令和７年10月１日

６０２,６４２

９０,３９６

115.0%

２６

３７５,１４０

５６,２７１

104.0%

２７

５２４,０２１

７８,６０３

139.7%

２７
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 市税概要 諸税  
 

４ 特別土地保有税に関する調 

 (1) 納税義務者等（地方税法第 585 条） 

  
土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者または取得者に課

する（同条第１項）。 

  

・取得分１年・保有分 10年で、計 11 年課税。 

・基準面積（免税点）※ 

  指定都市：2,000 ㎡以上 

都市計画区域を要する市町村：5,000 ㎡ 

  その他の市町村：10,000 ㎡ 

  
※特別土地保有税における基準面積とは免税点を表す。その合計面積がこれ以上になった場合、基準

面積を超える部分だけでなく、その下積面積を含めて全体について課税される。 

   

 (2) 課税方式（地方税法第 593 条から第 599 条まで） 

  

① 取得分 

 

 

 

・基準面積（5,000 ㎡）以上の土地を１月１日又は７月１日前１年以内に取得した者に

係る土地の取得に対して課するもの 

・申告納付期限：それぞれの年の２月末日又は８月 31日 

・税額 ＝ 取得価格×3/100 － 不動産取得税の課税標準額×4/100 

  

② 保有分 

 

 

 

・基準面積（5,000 ㎡）以上の土地を１月１日において所有する者の当該土地に対して

課するもの 

・申告納付期限：その年の５月 31日 

・税額 ＝ 取得価格×1.4/100 － 固定資産税の課税標準額×1.4/100 

    

 (3) 課税の停止（地方税法本法附則第 31 条） 

  

① 取得分 

 

 

平成 15 年１月１日以後に取得された土地の取得に対しては、地方税法及び市税条例の

本則の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する税（取得分）を課さな

い。 

  

② 保有分 

 

 

 平成 15年以後の各年の１月１日において土地の所有者が所有する土地に対しては、地

方税法及び市税条例の本則の規定にかかわらず、当分の間、平成 15年度以後の年度分以

後の年度分の土地に対して課する税（保有分）を課さない。 
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